
略
内
q

魯6∬，36虹る廿窟II川”ll”””1髄1川””ll髄””IOll”髄1”（6）1”””lll””lll”lllOI”昭和50年11月25日1

往
時
を
し
の
ぶ
人
々
で
に
ぎ
わ
う

　
　
　
　
　
妻
有
の
道
し
る
べ
と
石
仏
展

　
文
化
の
秋
、
去
る
十
一
月
二
・
三

日
は
、
市
内
各
所
で
文
化
祭
が
開
催

さ
れ
、
多
彩
な
行
事
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
市
民
会
館

を
会
場
に
開
か
れ
た
「
妻
有
の
道
し

る
べ
と
石
仏
展
」
　
（
妻
有
の
文
化
遺

産
を
守
る
会
主
催
）
は
、
七
百
年
く

ら
い
前
の
梵
字
碑
や
仲
む
つ
ま
じ
い

道
祖
神
、
お
っ
か
な
い
顔
を
し
た
庚

申
塔
、
馬
頭
観
音
な
ど
の
写
真
や
拓

本
な
ど
六
十
点
が
陳
列
さ
れ
、
訪
れ

た
人
た
ち
は
、
古
い
歴
史
を
も
つ
、

ふ
る
さ
と
の
文
化
遺
産
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
往
時
の
人
た
ち
の
思
い
を

し
の
ん
で
い
ま
し
た
。

　
N

　
S
小
千
谷
真
人
放
送
局
開
設

　
B

　
こ
の
ほ
ど
B
S
N
新
潟
放
送
で
は
、

小
千
谷
市
真
人
町
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
局
を
開
局
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
開
局
に
よ
り
本
市
で
は

下
条
、
中
条
の
一
部
地
域
が
受
信
可

能
と
な
り
ま
す
。
開
局
は
十
二
月
上

旬
の
予
定
で
す
が
、
ア
ン
テ
ナ
の
方

向
等
く
わ
し
い
こ
と
は
、
最
寄
り
の

電
気
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市
報
お
知
ら
せ
版
を
発
行

　
お
知
ら
せ
版
（
毎
月
2
5
日
発
行
）

第
一
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
後
、

市
民
向
け
文
書
は
原
則
と
し
て
、
市

報
と
お
知
ら
せ
版
の
二
つ
に
編
集
整

理
し
、
発
行
し
ま
す
。
内
容
は
、
市

政
の
う
ご
き
や
諸
行
事
、
予
防
接
種

等
の
身
近
な
こ
と
が
ら
ま
で
。
市
報
、

お
知
ら
せ
版
と
も
日
時
を
伴
う
も
の

が
多
く
あ
り
ま
す
。
早
期
配
布
等
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

12

月
の
休
日
救
急
医

庭
野
医
院
（
神
明
町
）

　
　
魯
2
の
2
7
1
1
番

大
島
医
院
（
川
原
町
）

　
　
曾
2
の
2
9
5
7
番

至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）

　
　
魯
2
の
3
2
7
6
番

十
日
町
病
院
（
菌
町
議
）

　
　
曾
7
の
5
5
6
6
番
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定期検診や健康相談を受けて幸せな毎日を

7
日

14
日

28　21
日　　日

どうしておこるか

脳卒中は、高血圧という

土台のうえに、つぎのよ
うなきっかけが加わって
おこります。

①心配や興奮

　などの精神

　的緊張

》
とか急激

度の変化

中に体を

らすこと

ぐ

事
業
名

期
日

受
付

時
間

会
場

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
考

婚
　
　
前

新
婚
者

健
康
相
談

4
日

（
木
）

午
　
後

－
　
　
土
寸

　
～
日

1
時
半

十
日
町

保
健
所

希
望
者

全
　
　
　
域

内
容
は
、
健
康
相
談
、

家
族
計
画
、
血
液
検

査
（
梅
毒
）
で
無
料
。

　
次
回
は
1
月
8
日

で
す
。

3
歳
児

検
　
　
診

10

日

（
水
）

午
　
後

1
　
時

　
～

2
　
時

十
日
町

公
民
館

47

年
6
月

生
れ
の
者

全
　
　
　
域

3
歳
6
ヵ
月
児
を
対

象
に
実
施
し
ま
す
。

個
人
通
知
が
な
く
て

も
、
該
当
月
の
方
は

お
い
で
く
だ
さ
い
。

先
股
脱

検
　
　
診

12

日

（
金
）

午
　
前

9
時
半

　
～

10

時
半

十
日
町

保
健
所

50

年
8
月

生
れ
の
者

中
条
、
下
条
、

吉
田
、
水
沢

地
区

検
査
料
1
5
0
円
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

午
　
後

1
　
時

　
～

2
　
時

十
日
町
、
川

治
、
六
箇
、

大
井
田
、
新

座
地
区

育
児
相
談

16
日

（
火
）

午
後

1
時
半

　
～

2
　
時

十
日
町

公
民
館

50

年
3
月

－
口
回
～
F
D

骨
3
1
日
ま

で
に
生
れ

た
者

十
日
町
、
川

治
、
六
箇
、

大
井
田
、
新

座
地
区

　ゆ激盈6』1『夢』3

　　　□2号□
編集発行／十日町市役所（電話（代）7－31H〉毎月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市内の飯山線と交差する国道踏切の
　　繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　立体交差は着々と進められています一．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイパス（川治踏切並体交差〉は、去る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃　12月20日完成。喜びの開通式が行なわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　糊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れました．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山バイパスのうち、十口町橋一市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道本町西線間は、今春開通し、飯山線と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の立体交差を含む420㍍区間の工事を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進めていたものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この区間は、歩道が車道と側道には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さまれ、3㍍近い高低差がある変形道路、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十日町警察署は、交通事故を防止する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミとモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ため、信号機のほか、交通規制標識を設

歩道と車道、側道が飯山線の下を通　　　置しましたが・市民のみなさんから・標
る高山バイパス（川治踏切立体交差）　　　識に十分注意して欲しいと望んでいます・

路
上
駐
車
は
絶
対
し

　
な
い
で
く
だ
さ
い

　
除
雪
作
業
に
大
き
な
障
害
と
な
る

も
の
に
、
路
上
駐
車
が
あ
り
ま
す
。

路
上
駐
車
禁
止
場
所
は
、
当
該
地
点

に
道
路
標
識
で
表
示
し
て
あ
り
ま
す

が
路
上
駐
車
は
絶
対
し
な
い
よ
う
、

市
民
の
み
な
さ
ん
に
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
除
雪
作
業
の
た
め
、
路
上

駐
車
禁
止
場
所
に
駐
車
し
て
い
る
車

を
損
傷
し
た
場
合
は
、
そ
の
修
理
代

や
車
を
排
除
さ
せ
る
た
め
に
要
し
た

費
用
等
み
な
さ
ん
の
負
担
に
な
り
ま

す
。　

ま
た
、
市
及
び
土
木
事
務
所
、
警

察
署
で
は
、
事
業
所
等
の
協
力
を
得

て
、
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
、

路
上
駐
車
を
排
除
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

　
（
十
日
町
市
、
十
日
町
土
木
事
務

　
所
、
十
日
町
警
察
署
）

市
長
も
年
賀
状
交
換

を
自
粛

　
こ
の
ほ
ど
、
市
議
会
議
員
は
、
年

賀
状
の
交
換
を
と
り
や
め
る
こ
と
を

申
し
合
わ
せ
ま
し
た
が
、
市
長
初
め

助
役
、
収
入
役
な
ど
も
こ
れ
に
準
じ
、

年
賀
状
の
交
換
を
自
粛
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
の
で
ご
了
承
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
こ
の
ほ
ど
施
行
さ
れ
た

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
に
伴
っ
て

市
長
及
び
市
議
会
議
員
等
は
、
親
族

に
対
す
る
場
合
を
除
き
、
選
挙
区
内

の
人
達
に
通
常
一
般
の
社
交
と
し
て

行
な
わ
れ
る
寄
付
、
花
輪
、
供
花
、

香
典
、
祝
儀
な
ど
が
禁
止
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
際
、
年
賀
状
も
自
粛
し

よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

飲
酒
運
転
は
絶
対
し
な

　
い
よ
り
つ
に

　
十
日
町
警
察
署
か
ら
発
表
さ
れ
た

十
一
月
十
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の

酒
酔
い
運
転
違
反
者
は
、
つ
ぎ
の
と

お
り
。

　
庭
野
　
栄
蔵
（
赤
倉
）

　
水
落
　
正
史
（
下
条
中
央
通
り
）
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翻条地区公民館が完成

お気軽に

　ご刹用ください

明
年
一
月
八
日
開
館
の
予
定

　
中
条
地
区
公
民
館
（
中
条
旭
町
地

内
）
の
改
築
工
事
は
、
総
事
業
費
七

千
三
百
十
九
万
九
千
円
で
、
急
ピ
ッ

チ
に
工
事
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
こ
の
ほ
ど
完
成
。
明
年
一
月
八
日

開
館
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　
老
朽
化
し
た
木
造
建
物
か
ら
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
の
近
代
建

築
に
一
新
し
た
中
条
地
区
公
民
館
は

住
民
の
茶
の
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
、

文
化
教
養
の
場
、
地
域
づ
く
り
の
拠

一　
　
点
と
し
て
、
地
域
住
民
の
み
な

　
　
さ
ん
か
ら
、
お
気
軽
に
利
用
さ

　
　
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
「
老
人
い
こ
い
の
家
」
を

　
　
　
兼
ね
た
住
民
の
茶
の
間

　
　
　
な
お
、
こ
の
施
設
は
、
　
「
老

　
　
　
　
　
　
　
灘
灘
懲

灘
簸
畿

　
　
　
購
騒
灘
麟

難
灘
灘

麗
欝
鑓

人
い
こ
い
の
家
」
を
兼
ね
、
一
階
は

浴
室
二
、
集
会
室
（
三
つ
の
和
室
）

等
を
配
置
し
、
特
に
お
と
し
よ
り
の

み
な
さ
ん
の
利
用
を
考
え
て
設
計
さ

れ
て
い
ま
す
。
二
、
三
階
は
、
図
書

室
兼
談
話
室
や
学
習
室
、
小
集
会
室
、

料
理
実
習
室
等
が
配
置
さ
れ
、
休
憩

や
団
ら
ん
、
各
種
の
学
級
や
講
座
な

ど
に
も
使
い
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
屋
上
で
は
、
冬

季
を
除
い
て
、
晴
天
の
時
に
は
、
フ

ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
や
民
踊
な
ど
に
も
使

え
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

い
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
方
法
等
は

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す

開
館
時
間
　
午
前
九
時
～
午
後
十

時
。休

館
日
　
月
曜
日
と
国
民
の
祝
日

の
翌
日
、
年
末
年
始
の
十
二
月
二

十
九
日
～
一
月
三
日
、
そ
の
他
特

別
の
事
由
に
よ
り
教
育
委
員
会
が

定
め
た
日
。

利
用
の
方
法
・
直
接
中
条
地
区
公

民
館
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
使
用
日
の
三
ヵ
月
前
か
ら
受
付

　
け
ま
す
）

　
・
浴
室
の
使
用
方
法

　
浴
室
の
使
用
は
、
午
後
一
時
～
午

後
七
時
、
原
則
と
し
て
五
人
以
上
の

申
し
込
み
に
限
り
ま
す
。
　
（
使
用
の

二
日
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
）

　
・
物
品
の
販
売
や
こ
れ
に
類
す
る

行
為
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
使
用
料

　
中
条
地
区
公
民
館
を
利
用
す
る
場

合
は
、
別
表
の
使
用
料
を
い
た
だ
く

予
定
で
す
。
た
だ
し
、
市
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
減

免
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
魯
（
公
社
線
）
二
⊥
一
七
四
八
番

　
　
（
有
　
線
）
二
七
二
一
二
番

●各種講座に利用される学習室
㊦老人たちのために浴室も完備

　
た
だ
し
、
市
公
民
館
使
用
条
例
施

行
規
則
の
減
免
規
定
に
該
当
す
る
場

合
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
硲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浴

施　設　名
午前

9時～正午

午後

1時～5時

夜間

6時～10時

学　　習　　室

大集会室
実　　習　　室

800円 1，000円 1，200円

小集会室
会　議　室

500円 600円 700円

老人（60歳以上） 50円 その他 100円
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受
益
者
負
担
制
度
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を

　
市
で
は
、
下
水
道
準
備
室
を
中
心
に
、
下
水
道
建
設
計
画

を
進
め
て
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
は
、
下
水
道
基
本
計
画
や
終

末
処
理
場
の
用
地
購
入
等
を
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に

よ
り
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
月
は
、
受
益
者
負
担
制
度

の
あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
十
日
町
市
は
、
快
適
な
生
活
環
境

づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
公
共
下
水
道

の
建
設
計
画
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し

9

た
。
今
ま
で
は
法
的
な
手
続
及
び
、

下
水
道
の
最
も
重
要
施
設
で
あ
る
終

末
処
理
場
建
設
用
地
等
の
確
保
に
関

田

金担負
、
め

料
縞

o
。
器
oo

田

藩
．
管
黛
雄

胴を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

債
　
　
　
　
　
　
　
市

趨
　
　
で

■は繍助倉を出し，

6～1

管
理
運
転
し
て

　
　
　
　
鱒
　
麩
　
管

　
　
　
露
醒
朧

　　　　　　靭

快適な生活環境をつくり2†。

下
沓
詫
し
　
岬

係
者
か
ら
ご
協
力
を
得
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
い
よ
い
よ
管
き
ょ
の
布
設

工
事
に
着
手
で
き
る
も
の
と
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

　
下
水
道
建
設
の
財
源
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
お
知

ら
せ
し
て
あ
り
ま
す
が
、
第
一
期
計

画
区
域
の
事
業
費
は
約
九
十
一
億
円

と
い
う
多
額
の
費
用
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
国
か
ら
の
補
助
金
は

も
ち
ろ
ん
、
起
債
の
許
可
を
受
け
、

受
益
者
負
担
金
、
一
般
市
費
等
で
賄

う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
市
は
下
水

道
事
業
の
み
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
教
育
施
設
の
充
実
、
社
会

福
祉
事
業
、
道
路
等
の
整
備
な
ど
、

ど
れ
一
つ
と
し
て
か
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
重
要
な
事
業
を
多
く
行
っ
て

い
る
た
め
、
下
水
道
事
業
に
充
て
る

一
般
市
費
は
お
の
ず
か
ら
限
ら
れ
て

き
ま
す
。

　
　
一
般
に
は
、
都
市
計
画
道
路
や
公

園
等
の
施
設
は
利
用
者
が
明
確
で
は

な
く
、
不
特
定
多
数
の
た
め
、
そ
の

建
設
費
は
公
費
で
賄
わ
れ
る
の
が
普

通
で
す
。
し
か
し
、
下
水
道
事
業
の

よ
う
に
限
ら
・
れ
た
区
域
内
で
、
特
定

な
人
だ
け
が
利
用
し
て
利
益
を
受
け

る
よ
う
な
場
合
は
、
建
設
費
を
全
市

域
か
ら
徴
収
さ
れ
た
市
税
の
み
に
よ

っ
て
賄
う
と
す
れ
ば
、
利
益
を
受
け

な
い
人
に
も
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
受
益
者
負
担
金
制
度
は
市

民
の
「
税
負
担
の
公
平
」
の
原
則
か

ら
直
接
利
益
を
受
け
る
下
水
道
計
画

区
域
の
み
な
さ
ん
に
、
建
設
費
の
一

部
を
負
担
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
の
負
担
金
制
度
を
採

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
は
優
先

的
に
補
助
し
、
ま
た
起
債
も
認
め
て

く
れ
て
事
業
の
早
期
建
設
に
協
力
し

て
く
れ
ま
す
。
こ
の
受
益
者
負
担
金

制
度
に
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
．
こ
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

下
水
道
事
業
受

益
者
負
担
に
関

す
る
条
例
案
を

議
会
に
上
程

　
市
は
、
下
水
道
事
業
の
財
源
の
確

保
、
及
び
早
期
建
設
を
は
か
る
た
め

十
二
月
定
例
市
議
会
に
「
十
日
町
市

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る

条
例
」
案
を
提
出
い
た
し
ま
し
た
。

　
議
会
で
は
、
こ
の
条
例
案
を
慎
重

審
議
す
る
た
め
、
下
水
道
建
設
特
別

下オ，遭の纏毅　脚

謙琴締
　　　凶／

”買
．

・
り
・

委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
継
続
審
議
と

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
そ
の
条
例
案

の
骨
子
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

受
益
者
の
範
囲

　
負
担
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
受
益

者
は
、
下
水
道
事
業
計
画
区
域
内
に

あ
る
土
地
の
所
有
者
で
す
。
た
だ
し

地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
ま
た
は

使
用
貸
借
、
若
し
く
は
賃
貸
借
の
目

的
と
な
っ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
権
利
者
が
所
有

者
に
か
わ
っ
て
受
益
者
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
図
で
表
わ
す
と
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
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翻条地区公民館が完成

お気軽に

　ご刹用ください

明
年
一
月
八
日
開
館
の
予
定

　
中
条
地
区
公
民
館
（
中
条
旭
町
地

内
）
の
改
築
工
事
は
、
総
事
業
費
七

千
三
百
十
九
万
九
千
円
で
、
急
ピ
ッ

チ
に
工
事
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
こ
の
ほ
ど
完
成
。
明
年
一
月
八
日

開
館
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　
老
朽
化
し
た
木
造
建
物
か
ら
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
の
近
代
建

築
に
一
新
し
た
中
条
地
区
公
民
館
は

住
民
の
茶
の
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
、

文
化
教
養
の
場
、
地
域
づ
く
り
の
拠

一　
　
点
と
し
て
、
地
域
住
民
の
み
な

　
　
さ
ん
か
ら
、
お
気
軽
に
利
用
さ

　
　
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
「
老
人
い
こ
い
の
家
」
を

　
　
　
兼
ね
た
住
民
の
茶
の
間

　
　
　
な
お
、
こ
の
施
設
は
、
　
「
老

　
　
　
　
　
　
　
灘
灘
懲

灘
簸
畿

　
　
　
購
騒
灘
麟

難
灘
灘

麗
欝
鑓

人
い
こ
い
の
家
」
を
兼
ね
、
一
階
は

浴
室
二
、
集
会
室
（
三
つ
の
和
室
）

等
を
配
置
し
、
特
に
お
と
し
よ
り
の

み
な
さ
ん
の
利
用
を
考
え
て
設
計
さ

れ
て
い
ま
す
。
二
、
三
階
は
、
図
書

室
兼
談
話
室
や
学
習
室
、
小
集
会
室
、

料
理
実
習
室
等
が
配
置
さ
れ
、
休
憩

や
団
ら
ん
、
各
種
の
学
級
や
講
座
な

ど
に
も
使
い
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
屋
上
で
は
、
冬

季
を
除
い
て
、
晴
天
の
時
に
は
、
フ

ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
や
民
踊
な
ど
に
も
使

え
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

い
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
方
法
等
は

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す

開
館
時
間
　
午
前
九
時
～
午
後
十

時
。休

館
日
　
月
曜
日
と
国
民
の
祝
日

の
翌
日
、
年
末
年
始
の
十
二
月
二

十
九
日
～
一
月
三
日
、
そ
の
他
特

別
の
事
由
に
よ
り
教
育
委
員
会
が

定
め
た
日
。

利
用
の
方
法
・
直
接
中
条
地
区
公

民
館
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
使
用
日
の
三
ヵ
月
前
か
ら
受
付

　
け
ま
す
）

　
・
浴
室
の
使
用
方
法

　
浴
室
の
使
用
は
、
午
後
一
時
～
午

後
七
時
、
原
則
と
し
て
五
人
以
上
の

申
し
込
み
に
限
り
ま
す
。
　
（
使
用
の

二
日
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
）

　
・
物
品
の
販
売
や
こ
れ
に
類
す
る

行
為
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
使
用
料

　
中
条
地
区
公
民
館
を
利
用
す
る
場

合
は
、
別
表
の
使
用
料
を
い
た
だ
く

予
定
で
す
。
た
だ
し
、
市
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
減

免
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
魯
（
公
社
線
）
二
⊥
一
七
四
八
番

　
　
（
有
　
線
）
二
七
二
一
二
番

●各種講座に利用される学習室
㊦老人たちのために浴室も完備

　
た
だ
し
、
市
公
民
館
使
用
条
例
施

行
規
則
の
減
免
規
定
に
該
当
す
る
場

合
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
硲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浴

施　設　名
午前

9時～正午

午後

1時～5時

夜間

6時～10時

学　　習　　室

大集会室
実　　習　　室

800円 1，000円 1，200円

小集会室
会　議　室

500円 600円 700円

老人（60歳以上） 50円 その他 100円
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受
益
者
負
担
制
度
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を

　
市
で
は
、
下
水
道
準
備
室
を
中
心
に
、
下
水
道
建
設
計
画

を
進
め
て
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
は
、
下
水
道
基
本
計
画
や
終

末
処
理
場
の
用
地
購
入
等
を
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に

よ
り
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
月
は
、
受
益
者
負
担
制
度

の
あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
十
日
町
市
は
、
快
適
な
生
活
環
境

づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
公
共
下
水
道

の
建
設
計
画
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し

9

た
。
今
ま
で
は
法
的
な
手
続
及
び
、

下
水
道
の
最
も
重
要
施
設
で
あ
る
終

末
処
理
場
建
設
用
地
等
の
確
保
に
関

田

金担負
、
め

料
縞

o
。
器
oo

田

藩
．
管
黛
雄

胴を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

債
　
　
　
　
　
　
　
市

趨
　
　
で

■は繍助倉を出し，

6～1

管
理
運
転
し
て

　
　
　
　
鱒
　
麩
　
管

　
　
　
露
醒
朧

　　　　　　靭

快適な生活環境をつくり2†。

下
沓
詫
し
　
岬

係
者
か
ら
ご
協
力
を
得
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
い
よ
い
よ
管
き
ょ
の
布
設

工
事
に
着
手
で
き
る
も
の
と
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

　
下
水
道
建
設
の
財
源
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
お
知

ら
せ
し
て
あ
り
ま
す
が
、
第
一
期
計

画
区
域
の
事
業
費
は
約
九
十
一
億
円

と
い
う
多
額
の
費
用
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
国
か
ら
の
補
助
金
は

も
ち
ろ
ん
、
起
債
の
許
可
を
受
け
、

受
益
者
負
担
金
、
一
般
市
費
等
で
賄

う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
市
は
下
水

道
事
業
の
み
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
教
育
施
設
の
充
実
、
社
会

福
祉
事
業
、
道
路
等
の
整
備
な
ど
、

ど
れ
一
つ
と
し
て
か
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
重
要
な
事
業
を
多
く
行
っ
て

い
る
た
め
、
下
水
道
事
業
に
充
て
る

一
般
市
費
は
お
の
ず
か
ら
限
ら
れ
て

き
ま
す
。

　
　
一
般
に
は
、
都
市
計
画
道
路
や
公

園
等
の
施
設
は
利
用
者
が
明
確
で
は

な
く
、
不
特
定
多
数
の
た
め
、
そ
の

建
設
費
は
公
費
で
賄
わ
れ
る
の
が
普

通
で
す
。
し
か
し
、
下
水
道
事
業
の

よ
う
に
限
ら
・
れ
た
区
域
内
で
、
特
定

な
人
だ
け
が
利
用
し
て
利
益
を
受
け

る
よ
う
な
場
合
は
、
建
設
費
を
全
市

域
か
ら
徴
収
さ
れ
た
市
税
の
み
に
よ

っ
て
賄
う
と
す
れ
ば
、
利
益
を
受
け

な
い
人
に
も
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
受
益
者
負
担
金
制
度
は
市

民
の
「
税
負
担
の
公
平
」
の
原
則
か

ら
直
接
利
益
を
受
け
る
下
水
道
計
画

区
域
の
み
な
さ
ん
に
、
建
設
費
の
一

部
を
負
担
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
の
負
担
金
制
度
を
採

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
は
優
先

的
に
補
助
し
、
ま
た
起
債
も
認
め
て

く
れ
て
事
業
の
早
期
建
設
に
協
力
し

て
く
れ
ま
す
。
こ
の
受
益
者
負
担
金

制
度
に
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
．
こ
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

下
水
道
事
業
受

益
者
負
担
に
関

す
る
条
例
案
を

議
会
に
上
程

　
市
は
、
下
水
道
事
業
の
財
源
の
確

保
、
及
び
早
期
建
設
を
は
か
る
た
め

十
二
月
定
例
市
議
会
に
「
十
日
町
市

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る

条
例
」
案
を
提
出
い
た
し
ま
し
た
。

　
議
会
で
は
、
こ
の
条
例
案
を
慎
重

審
議
す
る
た
め
、
下
水
道
建
設
特
別

下オ，遭の纏毅　脚

謙琴締
　　　凶／

”買
．

・
り
・

委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
継
続
審
議
と

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
そ
の
条
例
案

の
骨
子
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

受
益
者
の
範
囲

　
負
担
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
受
益

者
は
、
下
水
道
事
業
計
画
区
域
内
に

あ
る
土
地
の
所
有
者
で
す
。
た
だ
し

地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
ま
た
は

使
用
貸
借
、
若
し
く
は
賃
貸
借
の
目

的
と
な
っ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
権
利
者
が
所
有

者
に
か
わ
っ
て
受
益
者
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
図
で
表
わ
す
と
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
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受益者には、一般的に次のような例があります。

例一1
土地所有者、露屋所有者

居住者が同一の場合の

受益者は、　　A

例一2
家置所有者と居住者が

同一で土地の所有者が

異る場合の受益者は　B

例一3
土地と家屋の所有者が

同じで居住者が異る場合

の受益者は　　A

例一4
土地所有者、家屋所有者

居住者がそれぞれ異なる

場合の受鼓者は　　B

負
担
金
の
納
付

方
法

負
担
金
は
、
五
年
に
分
割
し
て
さ

ら
に
一
年
を
四
期
に
分
け
て
計
二
十

回
に
分
納
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

負
担
金
の
総
額

及
び
単
位
負
担

金
額
に
つ
い
て

　
負
担
金
の
総
額
は
、
建
設
事
業
費

の
五
分
の
一
の
額
と
し
ま
す
。
そ
し

て
各
受
益
者
の
負
担
金
の
額
は
、
第

一
期
計
画
区
域
一
四
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
二
以
上
の
負
担
区
に
区
分
し
て
、

負
担
区
ご
と
に
負
担
金
の
総
額
を
算

出
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
負
担
区
の
建
設
事
業
費
を
、

こ
の
負
担
区
の
面
積
で
除
し
て
得
た

額
が
、
土
地
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
り

の
負
担
金
額
と
な
り
ま
す
。
こ
の
単

位
負
担
金
額
に
各
受
益
者
が
所
有
し

て
い
る
土
地
の
面
積
を
か
け
ま
す
と

み
な
さ
ん
の
負
担
金
額
と
な
り
ま
す
。

こ
の
基
準
と
な
る
土
地
の
面
積
は
公

簿
に
よ
っ
て
算
出
い
た
し
ま
す
。

　
こ
れ
を
第
一
期
計
画
区
域
を
対
象

に
し
て
試
算
し
て
み
ま
す
と
次
の
計

算
式
に
よ
っ
て
、
単
位
負
担
金
額
を

算
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
こ
で
お
こ
と
わ
り
を
申
し
上
げ

て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
単
位
負
担
金

額
は
確
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
く
ま
で
も
参
考
の
数
値
と
し

て
算
出
し
た
も
の
で
す
。

1平方メートル当りの負担金算出の方式

　　　　　負担金対象事業費は、全体の総事業費のうち

　　　　　終末処理場建設費の一部と、汚水管きよ建設

　　　　　事業費を対象としています。

単位負担金額

鷺1§2謡
計画区域の面積

1．480．000㎡
÷

負担率

　％

負
担
金
の
減
免

及
び
猶
予

　
負
担
金
は
、
区
域
内
の
土
地
に
一

律
に
賦
課
さ
れ
ま
す
が
、
土
地
の
用

途
や
受
益
者
の
実
情
に
よ
っ
て
減
免

や
、
徴
収
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

×
事　業　費

1，857，162千円

負
担
金
は
区
域

内
の
曲
辰
地
に
も

か
か
り
ま
す

公
害
の
な
い
快
適
で

健
康
な
生
活
環
境
が

約
束
で
き
ま
す

・
恥
領

　
　
一

　
　．

　
薗

　
　
働

工爆排氷

も

　
負
担
金
は
、
土
地
の
財
産
価
値
の

増
加
分
の
一
部
を
受
益
者
の
方
か
ら

納
め
て
い
た
だ
き
、
建
設
費
の
一
部

と
い
た
し
ま
す
の
で
、
宅
地
は
も
ち

ろ
ん
、
田
、
畑
、
山
林
も
負
担
金
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
又
公
共
の
た
め

の
道
路
、
河
川
、
公
園
等
は
負
担
金

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
以

外
の
国
有
地
、
県
有
地
等
の
公
有
地

も
負
担
金
が
か
か
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
田
、
畑
、
山
林
な
ど
で

土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画

整
理
事
業
を
完
了
し
た
土
地
に
つ
い

て
は
、
別
途
考
慮
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

聖
　
9
0
◎

　
O
・

認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林

4
　
　
　
脚

　
そ
の
他
の
農
地
に
つ
い
て
は
、
宅

地
と
し
て
使
用
す
る
時
点
で
負
担
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
以
上
受
益
者
負
担
金
に
関
す
る
条

例
案
の
あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
し
た
が
、
く
わ
し
い
こ
と
は
、

市
役
所
下
水
道
事
業
準
備
室
へ
お
間

い
合
せ
く
だ
さ
い
。
　
（
魯
七
⊥
三

一
一
）
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だ
ま
号
」
か
ら

の
お
願
い

　
　
五
月
か
ら
巡
回
し
て
い
た
自
動
車

　
文
庫
「
こ
だ
ま
号
」
は
、
十
二
月
か
ら

　
冬
ご
も
り
に
入
り
ま
し
た
。
冬
期
間

　
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
貸
出
し
文
庫
配

　
本
所
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
ご
利

　
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
貸
出
し
文
庫

　
は
個
人
の
家
に
置
か
れ
て
い
る
と
こ

　
ろ
が
多
い
の
で
、
夜
遅
く
や
朝
早
く

　
の
利
用
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

昭
和
四
十
九
年
度
決
算
を
認
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
議
会
第
四
回
定
例
会

　
市
議
会
第
四
回
定
例
会
は
、
十
二

月
九
日
～
十
九
日
ま
で
開
か
れ
ま
し

た
。
審
議
さ
れ
た
主
な
議
案
は
、
昭

和
四
十
九
年
度
一
般
会
計
、
特
別
会

計
の
決
算
認
定
。
市
政
事
務
嘱
託
員

設
置
条
例
の
一
部
改
正
。
老
人
及
び

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関

す
る
条
例
制
定
。
各
種
使
用
条
例
の

一
部
改
正
。
一
般
会
計
補
正
予
算
な

ど
で
す
。

　
昭
和
四
十
九
年
度
一
般
会
計
の
決

算
認
定
で
は
、
歳
入
四
十
二
億
千
八

百
十
万
二
千
九
十
七
円
に
対
し
、
歳

出
四
十
一
億
三
千
四
百
七
十
九
万
六

千
八
百
二
十
八
円
と
差
引
き
八
千
三

百
三
十
万
五
千
二
百
六
十
九
円
を
翌

年
度
へ
繰
越
し
ま
し
た
。
な
お
、
事

故
繰
越
額
等
を
差
引
い
た
実
質
収
支

で
は
、
六
千
百
九
十
六
万
二
千
二
百

六
十
九
円
の
剰
余
金
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、

二
百
五
十
二
万
三
千
円
追
加
の
専
決

処
分
を
承
認
し
た
ほ
か
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
二
億
三
百
五
十
七
万
五
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
四
十
七
億
四
千
七
百
十
八
万
三

千
円
と
し
ま
し
た
。

「
こ
だ
ま
号
覧
で
本
を
借
り
て
ま
だ

返
し
て
い
な
い
方
は
、
最
寄
り
の
公

民
館
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。
そ
の
ほ

か
地
区
公
民
館
、
本
館
図
書
室
の
ご

利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

貸
出
し
文
庫
配
本
所

　
飛
渡
地
区
　
曽
根
昭
治
宅
（
池
谷
）

水
落
久
策
宅
（
菅
沼
）
阿
部
源
司
宅

（
東
枯
木
又
）
春
川
善
七
宅
（
西
枯

木
又
）
　
下
条
地
区
　
上
新
田
公
民

館
、
下
組
分
館
、
願
入
冬
季
分
校
、

田
村
正
徳
宅
（
漉
野
）
二
子
冬
期
分

校
　
水
沢
地
区
　
野
中
小
学
校
、
姿

分
館
、
古
沢
幸
次
郎
宅
（
安
養
寺
）
保

坂
孝
一
宅
（
細
尾
）
志
賀
雅
夫
宅
（
大

黒
沢
）
　
美
佐
島
地
区
　
江
道
分
館
、

津
池
冬
期
分
校
、
庭
野
六
郎
宅
（
赤

倉
）
大
池
小
学
校
　
川
治
地
区
　
南

雲
一
郎
宅
（
関
根
）
城
之
古
公
民
館

（
十
、
二
十
、
三
十
日
の
夜
七
時
～

九
時
）
風
間
喜
伴
宅
（
長
里
）
中

条
地
区
　
新
座
保
育
所
、
高
長
醸
造

所
宅
（
八
幡
）
佐
藤
友
三
郎
宅
（
市

之
沢
）
　
吉
田
地
区
　
児
玉
周
助
宅

（
稲
葉
）
藤
巻
功
宅
（
山
谷
）
馬
場

建
設
宅
（
小
泉
）
鐙
島
保
育
所
、
丸

五
商
店
宅
（
高
島
）
　
六
箇
地
区

麻
畑
分
館
、
俵
山
弘
宅
（
ニ
ツ
屋
）

徳
永
義
雄
宅
（
船
坂
）
六
箇
小
学
校
、

塩
之
又
分
校
。

こ
だ
ま
号
の
利
用
状
況

　
今
年
の
こ
だ
ま
号
稼
動
日
数
は
、

百
十
四
日
、
図
書
の
利
用
状
況
は
、

貸
出
冊
数
一
万
五
千
九
百
十
一
冊
、

九
千
百
五
十
三
人
。
こ
だ
ま
号
は
、

約
千
百
冊
位
積
ん
で
い
ま
す
か
ら
七

旧
軍
人
の
恩
給
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
こ
の
た
び
旧
軍
人
の
恩
給
法
の
一

部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
支
給
範
囲
等

が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
が
、
詳
細
や
請
求

手
続
は
市
社
会
福
祉
事
務
所
へ
（
曾

七
－
三
・
一
一
一
番
）
。

　
■
引
き
続
く
実
在
職
年
が
三
年
以

上
七
年
未
満
の
兵
た
る
軍
人
、
又
は

遺
族
に
対
し
て
一
時
恩
給
又
は
一
時

扶
助
料
を
支
給
。

　
■
下
士
官
に
つ
い
て
の
支
給
要
件

が
拡
大
さ
れ
、
復
員
の
と
き
下
士
官

と
な
っ
た
人
に
も
一
時
恩
給
又
は
一

時
扶
助
料
を
支
給
。

　
■
加
算
年
の
年
額
計
算
へ
の
算
入

要
件
の
緩
和
。

ヵ
月
間
に
こ
だ
ま
号
十
四
台
半
近
く

の
本
が
読
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

六
地
区
で
消
防
出
初
式

　
十
日
町
地
域
広
域
消
防
署
は
、
恒

例
の
消
防
出
初
式
を
つ
ぎ
の
日
程
で

行
い
ま
す
。
当
日
は
、
各
地
区
で
早

朝
、
半
鐘
を
打
ち
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴

ら
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
年
末
、
年
始
を
迎
え
、
火
気
の
使

用
が
多
く
な
り
ま
す
が
、
火
の
元
に

は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
消
防
出
初
式
日
程
表

地
　
区
　
名

日
　
　
時

場
　
所

十
日
町
、
川
治
、
吉

田
（
警
、
本
、
一
、
二
、

三
、
四
、
五
、
十
、
十

一
、
十
二
分
団
）

一
月
六
日
（
火
）

　
午
前
十
時

市
民
会
館

中
条
平
場
（
第
六

分
団
）

一
月
十
六
日
（
金
）

　
　
午
前
十
時

島
公
民
館

中
条
山
地
（
第
七

分
団
）

一
月
四
日
（
日
）

　
午
前
十
時

克
雪
セ
ン
タ
ー

六
箇
（
第
八
分
団
）

一
月
七
日
（
水
）

　
午
前
十
時

六
箇
小
学
校

下
条
（
第
十
三
、
十

四
、
分
団
）

一
月
七
日
（
水
）

　
午
前
十
時

下
条
公
民
館

水
沢
（
第
十
五
、
十

六
、
十
七
、
分
団
）

一
月
四
日
（
日
）

　
午
前
十
時

水
沢
出
張
所

年
末
年
始
の
市
役
所
業
務

　
市
役
所
で
は
、
十
二
月
二
十
八
日

（
日
曜
）
～
一
月
四
日
（
日
曜
）
ま

で
平
常
業
務
は
休
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
た
だ
し
、
窓
口
業
務
は
、
二

十
九
日
、
三
十
日
は
行
い
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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受益者には、一般的に次のような例があります。

例一1
土地所有者、露屋所有者

居住者が同一の場合の

受益者は、　　A

例一2
家置所有者と居住者が

同一で土地の所有者が

異る場合の受益者は　B

例一3
土地と家屋の所有者が

同じで居住者が異る場合

の受益者は　　A

例一4
土地所有者、家屋所有者

居住者がそれぞれ異なる

場合の受鼓者は　　B

負
担
金
の
納
付

方
法

負
担
金
は
、
五
年
に
分
割
し
て
さ

ら
に
一
年
を
四
期
に
分
け
て
計
二
十

回
に
分
納
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

負
担
金
の
総
額

及
び
単
位
負
担

金
額
に
つ
い
て

　
負
担
金
の
総
額
は
、
建
設
事
業
費

の
五
分
の
一
の
額
と
し
ま
す
。
そ
し

て
各
受
益
者
の
負
担
金
の
額
は
、
第

一
期
計
画
区
域
一
四
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
二
以
上
の
負
担
区
に
区
分
し
て
、

負
担
区
ご
と
に
負
担
金
の
総
額
を
算

出
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
負
担
区
の
建
設
事
業
費
を
、

こ
の
負
担
区
の
面
積
で
除
し
て
得
た

額
が
、
土
地
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
り

の
負
担
金
額
と
な
り
ま
す
。
こ
の
単

位
負
担
金
額
に
各
受
益
者
が
所
有
し

て
い
る
土
地
の
面
積
を
か
け
ま
す
と

み
な
さ
ん
の
負
担
金
額
と
な
り
ま
す
。

こ
の
基
準
と
な
る
土
地
の
面
積
は
公

簿
に
よ
っ
て
算
出
い
た
し
ま
す
。

　
こ
れ
を
第
一
期
計
画
区
域
を
対
象

に
し
て
試
算
し
て
み
ま
す
と
次
の
計

算
式
に
よ
っ
て
、
単
位
負
担
金
額
を

算
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
こ
で
お
こ
と
わ
り
を
申
し
上
げ

て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
単
位
負
担
金

額
は
確
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
く
ま
で
も
参
考
の
数
値
と
し

て
算
出
し
た
も
の
で
す
。

1平方メートル当りの負担金算出の方式

　　　　　負担金対象事業費は、全体の総事業費のうち

　　　　　終末処理場建設費の一部と、汚水管きよ建設

　　　　　事業費を対象としています。

単位負担金額

鷺1§2謡
計画区域の面積

1．480．000㎡
÷

負担率

　％

負
担
金
の
減
免

及
び
猶
予

　
負
担
金
は
、
区
域
内
の
土
地
に
一

律
に
賦
課
さ
れ
ま
す
が
、
土
地
の
用

途
や
受
益
者
の
実
情
に
よ
っ
て
減
免

や
、
徴
収
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

×
事　業　費

1，857，162千円

負
担
金
は
区
域

内
の
曲
辰
地
に
も

か
か
り
ま
す

公
害
の
な
い
快
適
で

健
康
な
生
活
環
境
が

約
束
で
き
ま
す

・
恥
領

　
　
一

　
　．

　
薗

　
　
働

工爆排氷

も

　
負
担
金
は
、
土
地
の
財
産
価
値
の

増
加
分
の
一
部
を
受
益
者
の
方
か
ら

納
め
て
い
た
だ
き
、
建
設
費
の
一
部

と
い
た
し
ま
す
の
で
、
宅
地
は
も
ち

ろ
ん
、
田
、
畑
、
山
林
も
負
担
金
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
又
公
共
の
た
め

の
道
路
、
河
川
、
公
園
等
は
負
担
金

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
以

外
の
国
有
地
、
県
有
地
等
の
公
有
地

も
負
担
金
が
か
か
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
田
、
畑
、
山
林
な
ど
で

土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画

整
理
事
業
を
完
了
し
た
土
地
に
つ
い

て
は
、
別
途
考
慮
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

聖
　
9
0
◎

　
O
・

認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林

4
　
　
　
脚

　
そ
の
他
の
農
地
に
つ
い
て
は
、
宅

地
と
し
て
使
用
す
る
時
点
で
負
担
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
以
上
受
益
者
負
担
金
に
関
す
る
条

例
案
の
あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
し
た
が
、
く
わ
し
い
こ
と
は
、

市
役
所
下
水
道
事
業
準
備
室
へ
お
間

い
合
せ
く
だ
さ
い
。
　
（
魯
七
⊥
三

一
一
）
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だ
ま
号
」
か
ら

の
お
願
い

　
　
五
月
か
ら
巡
回
し
て
い
た
自
動
車

　
文
庫
「
こ
だ
ま
号
」
は
、
十
二
月
か
ら

　
冬
ご
も
り
に
入
り
ま
し
た
。
冬
期
間

　
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
貸
出
し
文
庫
配

　
本
所
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
ご
利

　
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
貸
出
し
文
庫

　
は
個
人
の
家
に
置
か
れ
て
い
る
と
こ

　
ろ
が
多
い
の
で
、
夜
遅
く
や
朝
早
く

　
の
利
用
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

昭
和
四
十
九
年
度
決
算
を
認
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
議
会
第
四
回
定
例
会

　
市
議
会
第
四
回
定
例
会
は
、
十
二

月
九
日
～
十
九
日
ま
で
開
か
れ
ま
し

た
。
審
議
さ
れ
た
主
な
議
案
は
、
昭

和
四
十
九
年
度
一
般
会
計
、
特
別
会

計
の
決
算
認
定
。
市
政
事
務
嘱
託
員

設
置
条
例
の
一
部
改
正
。
老
人
及
び

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関

す
る
条
例
制
定
。
各
種
使
用
条
例
の

一
部
改
正
。
一
般
会
計
補
正
予
算
な

ど
で
す
。

　
昭
和
四
十
九
年
度
一
般
会
計
の
決

算
認
定
で
は
、
歳
入
四
十
二
億
千
八

百
十
万
二
千
九
十
七
円
に
対
し
、
歳

出
四
十
一
億
三
千
四
百
七
十
九
万
六

千
八
百
二
十
八
円
と
差
引
き
八
千
三

百
三
十
万
五
千
二
百
六
十
九
円
を
翌

年
度
へ
繰
越
し
ま
し
た
。
な
お
、
事

故
繰
越
額
等
を
差
引
い
た
実
質
収
支

で
は
、
六
千
百
九
十
六
万
二
千
二
百

六
十
九
円
の
剰
余
金
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、

二
百
五
十
二
万
三
千
円
追
加
の
専
決

処
分
を
承
認
し
た
ほ
か
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
二
億
三
百
五
十
七
万
五
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
四
十
七
億
四
千
七
百
十
八
万
三

千
円
と
し
ま
し
た
。

「
こ
だ
ま
号
覧
で
本
を
借
り
て
ま
だ

返
し
て
い
な
い
方
は
、
最
寄
り
の
公

民
館
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。
そ
の
ほ

か
地
区
公
民
館
、
本
館
図
書
室
の
ご

利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

貸
出
し
文
庫
配
本
所

　
飛
渡
地
区
　
曽
根
昭
治
宅
（
池
谷
）

水
落
久
策
宅
（
菅
沼
）
阿
部
源
司
宅

（
東
枯
木
又
）
春
川
善
七
宅
（
西
枯

木
又
）
　
下
条
地
区
　
上
新
田
公
民

館
、
下
組
分
館
、
願
入
冬
季
分
校
、

田
村
正
徳
宅
（
漉
野
）
二
子
冬
期
分

校
　
水
沢
地
区
　
野
中
小
学
校
、
姿

分
館
、
古
沢
幸
次
郎
宅
（
安
養
寺
）
保

坂
孝
一
宅
（
細
尾
）
志
賀
雅
夫
宅
（
大

黒
沢
）
　
美
佐
島
地
区
　
江
道
分
館
、

津
池
冬
期
分
校
、
庭
野
六
郎
宅
（
赤

倉
）
大
池
小
学
校
　
川
治
地
区
　
南

雲
一
郎
宅
（
関
根
）
城
之
古
公
民
館

（
十
、
二
十
、
三
十
日
の
夜
七
時
～

九
時
）
風
間
喜
伴
宅
（
長
里
）
中

条
地
区
　
新
座
保
育
所
、
高
長
醸
造

所
宅
（
八
幡
）
佐
藤
友
三
郎
宅
（
市

之
沢
）
　
吉
田
地
区
　
児
玉
周
助
宅

（
稲
葉
）
藤
巻
功
宅
（
山
谷
）
馬
場

建
設
宅
（
小
泉
）
鐙
島
保
育
所
、
丸

五
商
店
宅
（
高
島
）
　
六
箇
地
区

麻
畑
分
館
、
俵
山
弘
宅
（
ニ
ツ
屋
）

徳
永
義
雄
宅
（
船
坂
）
六
箇
小
学
校
、

塩
之
又
分
校
。

こ
だ
ま
号
の
利
用
状
況

　
今
年
の
こ
だ
ま
号
稼
動
日
数
は
、

百
十
四
日
、
図
書
の
利
用
状
況
は
、

貸
出
冊
数
一
万
五
千
九
百
十
一
冊
、

九
千
百
五
十
三
人
。
こ
だ
ま
号
は
、

約
千
百
冊
位
積
ん
で
い
ま
す
か
ら
七

旧
軍
人
の
恩
給
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
こ
の
た
び
旧
軍
人
の
恩
給
法
の
一

部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
支
給
範
囲
等

が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
が
、
詳
細
や
請
求

手
続
は
市
社
会
福
祉
事
務
所
へ
（
曾

七
－
三
・
一
一
一
番
）
。

　
■
引
き
続
く
実
在
職
年
が
三
年
以

上
七
年
未
満
の
兵
た
る
軍
人
、
又
は

遺
族
に
対
し
て
一
時
恩
給
又
は
一
時

扶
助
料
を
支
給
。

　
■
下
士
官
に
つ
い
て
の
支
給
要
件

が
拡
大
さ
れ
、
復
員
の
と
き
下
士
官

と
な
っ
た
人
に
も
一
時
恩
給
又
は
一

時
扶
助
料
を
支
給
。

　
■
加
算
年
の
年
額
計
算
へ
の
算
入

要
件
の
緩
和
。

ヵ
月
間
に
こ
だ
ま
号
十
四
台
半
近
く

の
本
が
読
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

六
地
区
で
消
防
出
初
式

　
十
日
町
地
域
広
域
消
防
署
は
、
恒

例
の
消
防
出
初
式
を
つ
ぎ
の
日
程
で

行
い
ま
す
。
当
日
は
、
各
地
区
で
早

朝
、
半
鐘
を
打
ち
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴

ら
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
年
末
、
年
始
を
迎
え
、
火
気
の
使

用
が
多
く
な
り
ま
す
が
、
火
の
元
に

は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
消
防
出
初
式
日
程
表

地
　
区
　
名

日
　
　
時

場
　
所

十
日
町
、
川
治
、
吉

田
（
警
、
本
、
一
、
二
、

三
、
四
、
五
、
十
、
十

一
、
十
二
分
団
）

一
月
六
日
（
火
）

　
午
前
十
時

市
民
会
館

中
条
平
場
（
第
六

分
団
）

一
月
十
六
日
（
金
）

　
　
午
前
十
時

島
公
民
館

中
条
山
地
（
第
七

分
団
）

一
月
四
日
（
日
）

　
午
前
十
時

克
雪
セ
ン
タ
ー

六
箇
（
第
八
分
団
）

一
月
七
日
（
水
）

　
午
前
十
時

六
箇
小
学
校

下
条
（
第
十
三
、
十

四
、
分
団
）

一
月
七
日
（
水
）

　
午
前
十
時

下
条
公
民
館

水
沢
（
第
十
五
、
十

六
、
十
七
、
分
団
）

一
月
四
日
（
日
）

　
午
前
十
時

水
沢
出
張
所

年
末
年
始
の
市
役
所
業
務

　
市
役
所
で
は
、
十
二
月
二
十
八
日

（
日
曜
）
～
一
月
四
日
（
日
曜
）
ま

で
平
常
業
務
は
休
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
た
だ
し
、
窓
口
業
務
は
、
二

十
九
日
、
三
十
日
は
行
い
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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交
通
事
故
証
明
は
自

動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
ヘ

　
こ
の
ほ
ど
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
i
県
事
務
所
（
西
蒲
原
郡
黒
崎
町

山
田
、
新
潟
県
自
動
車
運
転
免
許
試

験
場
内
）
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
警
察
署
で
発
行
し
て
い
た
交
通

事
故
証
明
書
、
運
転
経
歴
証
明
書
は
、

明
年
一
月
一
日
か
ら
県
事
務
所
で
発

行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
証
明

書
の
必
要
の
方
は
申
請
書
（
警
察
署

に
あ
り
ま
す
）
に
手
数
料
（
交
通
事

故
証
明
四
百
円
、
運
転
経
歴
証
明
六

百
円
）
を
添
え
、
郵
便
振
替
か
直
接

県
事
務
所
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

優
良
無
事
故
運
転
の

被
表
彰
者
を
募
集

　
十
日
町
地
区
交
通
安
全
協
会
連
合

会
で
は
、
昭
和
五
十
年
度
優
良
無
事

故
運
転
の
被
表
彰
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
無
事
故
運
転
歴
が
五
十
年
十

二
月
三
十
一
日
現
在
で
七
年
、
十
五

年
、
二
十
五
年
、
三
十
年
に
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
明
年
二
月
四

日
ま
で
に
被
表
彰
上
申
書
を
お
近
く

の
支
部
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

冬
の
市
民
体
育
館
利
用

　
に
つ
い
て
お
願
い

　
市
で
は
、
冬
期
間
の
市
民
体
育
館

利
用
時
間
を
別
表
の
と
お
り
設
定
し

ま
し
た
。
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
使
用
の
前
後
に
は
必
ず
、

当
直
者
に
届
け
出
、
時
間
内
に
清
掃

を
し
て
く
だ
さ
い
。

表間時用利期冬館育体民市

午後5時半～7時半 午後7時半～9時半

月 篭球・排球 庭球

火 篭球・排球
羽球・卓球

（麟報糊晶は）

水 羽球・卓球 篭球・排球

木 羽球・卓球 庭球

金 野球・排球 羽球・卓球

土 野球・篭球 アーチェリー

　1

　日1
　　月
　中の

条休
亨病日

の救
1鷲
静医
番

2
日
池
田
医
院
（
本
町
酉
）
…

　
　
　
　
　
曾
2
の
2
5
8
1
番
…

3
日
　
富
田
医
院
（
神
明
町
）

　
　
　
　
　
曾
2
の
3
2
6
9
番
…

4
日
山
ロ
医
院
（
袋
町
中
）

　
　
　
　
　
曾
2
の
2
1
7
4
番
…

11

日
　
庭
野
医
院
（
神
明
町
）

　
　
　
　
　
曾
2
の
2
7
1
1
番
㎜

15

日
大
島
医
睨
（
川
原
町
V

　
　
　
　
　
魯
2
の
2
9
5
7
番
…

い
1
8
日
至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）

　
　
　
　
　
　
曾
2
の
3
2
7
6
番
一

灘
輪
辮
“

脳卒中を起さないための日常生活

③塩分をとり過ぎない

　ようにする

④酒、タバコをのみ

　過ぎないようにする

②太り過ぎない

　ように注意

　するδ

講
潟
分
爆
灘
漿
業
の
お
知
轟
懸

縛
’　

｝
嘉

λ

①睡眠不足や
　過労、急激な

　運動をさける

事
業
名

期
日

受
付

時
間

会
場

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
考

婚
　
　
前

新
婚
者

健
康
相
談

8
口
口

（
木
）

午
　
後

－
　
　
上
寸

　
～
日

1
時
半

．
　
T
」
T
』

I
l
ー
し
田

保
健
所

希
望
者

全
　
　
　
域

内
容
は
、
健
康
相
談
、

家
族
計
画
、
血
液
検

査
（
梅
毒
）
で
無
料
。

3
歳
児

検
　
　
診

認
日

（
木
）

午
　
後

－
　
　
上
寸

　
日

　
～
㌧

2
　
　
上
寸

　
日

十
日
町

公
民
館

47

年
7
月

生
れ
の
者

全
　
　
　
域

3
歳
6
ヵ
月
児
を
対

象
に
実
施
し
ま
す
。

個
人
通
知
が
な
く
て

も
、
該
当
月
の
方
は

お
い
で
く
だ
さ
い
。

先
股
脱

検
　
　
診

23
日

（
金
）

午
　
前

9
時
半

　
～

10

時
半

十
日
町

保
健
所

50

年
9
月

生
れ
の
者

中
条
、
下
条
、

吉
田
、
水
沢

地
区

検
査
料

1
5
0
円
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

午
後

－
　
　
上
寸

　
日

　
～

2
　
　
上
寸

　
日

十
日
町
、
川

治
、
六
箇
、
大

井
田
、
新
座

地
区

育
児
相
談

20
日

（
火
）

午
　
後

1
　
時

　
～

2
　
　
上
寸

　
日

中
　
条

公
民
館

生
　
　
後

12

ヵ
月

ま
で
の
者

中
条
地
区

内
容
は

身
体
測
定
、
保
育
に

つ
い
て
の
相
談
な
ど

で
す
。

21

日
（
水
）

午
　
後

－
時
半

　
～

2
時
半

十
日
町

公
民
館

50

年
6
月

－
⊥
口
μ
～
Ω
∪

月
3
1
日
ま

で
に
生
れ

た
者

十
日
町
、
大

井
田
、
新
座
、

川
治
、
六
箇

地
区

27
日

（
火
）

午
　
後

－
　
　
土
寸

　
日

～
2
　
時

水
　
沢

出
張
所

生
　
　
後

2
　
ヵ
　
月

1ま
で
の
者

水
沢
地
区

28
日

（
水
）

吉
　
田

出
張
所

吉
田
地
区

28
日

（
水
）

下
　
条

出
張
所

下
条
地
区

○
－

：
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

－
○

　　功激
盈7‘ぢ」げ8β3
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編集発行／十日町市役所（電話（代〉7－31H）毎月25日

　去る1月18日からの異常降雪で1月

21日現在2㍍40享ンの積雪となりまし

た．特に1月20日午弟9時～21日午前

9時までの降雪は、1㍍5孝ンと観測史上

最高を記録一。市役所では1月21日

雪害対策本部を設置（窓口は環境課

魯7－3111番・内線219）、市民生活の安

全と交通の確保につとめています。

　冬季間、市民のみなさんから、つ

ぎのことについて、ご協力をお願い

します。

灘

　市役所除雪隊一二車道と歩道が分離して
いる道路では、車道のほか、歩道の除雪に

も大活躍一。

馨
雛
謝
難
総
瀬
鑛
繕
態
覇

　
路
上
駐
車
は
絶
対
し
な
い

　
路
上
駐
車
は
絶
対
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。
も
し
、
除
雪
作
業
の
た
め
、

路
上
駐
車
禁
止
場
所
に
駐
車
し
て
い

る
車
を
損
傷
し
た
場
合
は
、
そ
の
修

理
代
や
車
を
排
除
さ
せ
る
た
め
に
要

し
た
費
用
等
み
な
さ
ん
の
ご
負
担
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
路
上
駐
車
禁
止

場
所
は
、
当
該
地
点
に
道
路
標
識
で

表
示
し
て
あ
り
ま
す
が
、
市
及
び
土

木
事
務
所
、
警
察
署
で
は
、
事
業
所

等
の
協
力
を
得
て
、
夜
間
パ
ト
ロ
ー

ル
を
強
化
し
、
路
上
駐
車
を
排
除
す

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
（
十
日
町
市
．
・
十
日
町
土
木
事
務
所

　
・
十
日
町
警
察
署
）

　
屋
根
雪
の
早
期
除
雪
を

　
昨
冬
は
、
屋
根
の
雪
お
ろ
し
が
遅

れ
た
た
め
、
市
内
で
六
棟
の
家
屋
が

全
半
壊
し
ま
し
た
。
特
に
雪
お
ろ
し

は
早
め
に
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
や
む
を
得
ず
道
路
に
雪
を
お
ろ
す

場
合
は
、
通
行
に
支
障
が
起
き
な
い

よ
う
路
側
へ
積
み
上
げ
て
く
だ
さ
い
。

　
流
雪
溝
の
使
用
に
つ
い
て

　
昨
冬
一
月
の
ど
か
雪
時
に
は
、
無

秩
序
な
流
雪
溝
や
道
路
側
溝
へ
の
流

雪
に
ょ
り
、
住
宅
浸
水
事
故
が
発
生

し
ま
し
た
。
特
に
厳
寒
期
に
は
、
流
し

た
雪
が
溶
け
ず
、
住
宅
等
の
溢
水
事

故
が
発
生
す
る
わ
け
で
す
。
使
用
の

際
は
、
下
流
の
こ
と
を
考
え
、
正
し

く
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
流
雪

溝
は
水
の
流
れ
が
早
く
危
険
で
す
。

使
用
し
な
い
時
は
必
ず
ふ
た
を
し
て

く
だ
さ
い
。

な
だ
れ
事
故
に
注
意

　
積
雪
量
も
多
く
な
り
、
と
こ
ろ
に

よ
っ
て
は
、
な
だ
れ
の
危
険
が
で
て

き
ま
し
た
。
危
険
な
場
所
が
あ
る
と

き
は
、
十
分
注
意
し
、
ま
た
、
必
要

に
よ
り
な
だ
れ
危
険
標
識
を
設
置
し

て
い
た
だ
き
、
雪
庇
の
排
除
や
う
回

路
の
確
保
な
ど
、
な
だ
れ
に
よ
る
事

故
防
止
を
は
か
る
と
共
に
特
に
児
童
、

生
徒
の
登
下
校
時
の
安
全
確
保
に
は

特
段
の
ご
配
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
な
だ
れ
危
険
標
識
の
破
損
、

紛
失
等
の
場
合
に
は
、
部
落
に
お
い

て
竹
ざ
お
、
赤
い
布
な
ど
を
利
用
し

て
措
置
し
て
く
だ
さ
い
。


